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要旨：学校などの教育活動の現場では幼児・児童・生徒・学生らが成果物などの著作物を日

常的に制作している。これら作品にはれっきとした著作権が備わっており、本来は丁寧な取

り扱いが求められる。しかしながら、実際はこれらの作品に著作権があることを、生徒側も

教職員側もあまり認識していないというのが現状である。結果として、幼児・児童・生徒・

学生らの作品は法的にぞんざいに扱われ、時間の経過とともに消失をしていく運命にある。

この教育現場特有の著作権問題はかなり古くから指摘されてはいるが、実務的な面で満足

に解決できるような方策は未だに形成されていない。著作権法に従った方法を採れば解決

するかのように思えるが、その正攻法は教育現場の負担を増大させることに繋がる。 

 そこで本稿は教育現場内部の幼児・児童・生徒・学生らの著作権問題を解決するための契

機として、この問題に関わる学説や論考を分析することを目的とする。 

 

キーワード： 著作権、幼児・児童・生徒・学生、教育現場、著作者人格権 

 

１．はじめに 

教育現場の ICT 化が進むにあたって、幼

児や児童、生徒、学生といった教育を受け

る側の著作物を利用する機会というものが

増大していることは想像に難くない。例え

ば、地方にある公立の小学校であっても学

校の情報発信の場としてホームページをイ

ンターネット上に開設していることは今や

当たり前であり、そこに通学する児童の授

業内成果物が何らかの形で掲載されること

も日常的である。また、中学校、高校とも

なってくるとこれらの授業成果物に部活動

としての成果物が加わるという可能性も出

てくる。大学においても学生が制作した絵

画などの作品・写真等を全学や学部・学科

などの短信に載せるといった行為がありう

ることも否定する余地はない。 

 無論、各種学校で幼児・児童・生徒・学

生らによって制作される作品群については

彼らの自由意思のみに依拠した“表現行為

の積極的な発露”が行われているわけでは

なく、あくまで授業や課外活動の一環とし

て、教員側の指示や主導に起因して制作が

行われているものが多くを占めるであろう。

要するに、教員が授業や課外活動の中で、

「書きましょう」、「作りましょう」などと

率先して言わなければ、幼児・児童・生徒・

学生らが各種学校内で自発的に作品を作る

機会は、部活動等を除いてなくなることは

明白である。更に、この教員の主導的な指

示や教育意図を起点に“作品が作られてい

く”という教育現場特有の状況こそが、教

職員らの意識の中に当該作品群を著作物と

してではなく、単なる教育活動内の成果物
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であるとして、著作権を考慮しない誤った

認識を生むことも想像に難くない。 

しかしながら、文学的及び芸術的著作物

の保護に関するベルヌ条約加盟国として無

方式主義に基づいた著作権法を我が国が掲

げる以上、幼児・児童・生徒・学生が書き

描いた作文(小論文)・絵画などの教育活動

や授業における成果物は、法律上は紛れも

なく著作物であり、著作権の化体するそれ

ら各種表現物の取り扱いは慎重になるべき

である。間違っても「幼児・児童・生徒・

学生に作品の発表機会を与えているだけだ」

という、一部教員にありがちな独善的思考

でもって、これらの作品を法的に軽率な取

り扱いをすることは愚の骨頂であることは

言うまでもない。この教育現場に潜む幼児・

児童・生徒・学生の作品に対する著作権問

題は、現状の教育界ではまだ“寝た子”の

状態にあるようにも見えるが、実はいつ起

き出してもおかしくない状況にあることも

我々は認識をしておく必要がある。 

本稿はこの上記のような認識に立ち、教

育現場における幼児・児童・生徒・学生の

著作物と教職員らがどのように向き合うべ

きかという視点を、あくまで法学研究の視

点を整理するというアプローチでもって試

みたい。 

 

２．教育現場における幼児・児童・生徒・

学生の著作権問題の視点 

 著作権法の世界において、教育の現場と

いうのは“特殊な法秩序に覆われた空間”

であることは間違いない。我が国の著作権

法第 35 条 1 項は「学校その他の教育機関

（営利を目的として設置されているものを

除く。）において教育を担任する者及び授業

を受ける者は、その授業の過程における利

用に供することを目的とする場合には、そ

の必要と認められる限度において、公表さ

れた著作物を複製し、若しくは公衆送信（自

動公衆送信の場合にあつては、送信可能化

を含む。以下この条において同じ。）を行い、

又は公表された著作物であつて公衆送信さ

れるものを受信装置を用いて公に伝達する

ことができる。ただし、当該著作物の種類

及び用途並びに当該複製の部数及び当該複

製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作

権者の利益を不当に害することとなる場合

は、この限りでない。」と規定し、「学校そ

の他の教育機関」で「教育を担当する者」、

「授業を受ける者」に対して、「公表された

著作物」についての複製権、公衆送信権が

概ね及ばないという制限規定を設けている。

更に同条 2項として「前項の規定により公

衆送信を行う場合には、同項の教育機関を

設置する者は、相当な額の補償金を著作権

者に支払わなければならない。」と規定し、

同条 3項も「前項の規定は、公表された著

作物について、第 1項の教育機関における

授業の過程において、当該授業を直接受け

る者に対して当該著作物をその原作品若し

くは複製物を提供し、若しくは提示して利

用する場合又は当該著作物を第 38 条第 1

項の規定により上演し、演奏し、上映し、

若しくは口述して利用する場合において、

当該授業が行われる場所以外の場所におい

て当該授業を同時に受ける者に対して公衆

送信を行うときには、適用しない。」として、

単に公開された著作物の複製権を制限する

だけでなく、有償の補償と引き換えに、公

開された著作物の公衆送信権についても制

限するという規定となっている。これらは
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2018年の著作権法改正によって、従前の著

作権法第 35 条の規定を拡大したものであ

るが、新型コロナ禍の中で当該改正法が前

倒しで施行され 1、いわゆる新型コロナ禍

対策としての“遠隔授業”実施の突端とし

て報道されたことは記憶に新しい。これら

の法整備は、何かと既存の著作権(者)と衝

突を起こしやすい教育現場において、著作

権にも一定程度配慮しつつも、教育という

崇高な目的のための自由な著作物利用を確

保した、ある種の最適解を目指したもので

あったと評価できよう 2。 

 ただ、この改正に内在する問題点は“教

育現場はコンテンツホルダーにとっての脅

威でしかない”という固定観念の存在であ

る。つまりは、著作権という色眼鏡を通し

て教育現場を見ると、そこは外界とは隔絶

された無法地帯として捉えられがちであり、

教育現場が起点となる著作権問題というの

は、あくまで教育現場対既存のコンテンツ

ホルダーという固定化された視点でもって

語られがちだったわけである。 

 この視点の固定化に関する問題は、教育

現場を題材にした、おおよそ教育機関向け

の著作権に関わる書籍を概観すれば一目瞭

然である。例えば、2006年刊行の『ガイド

ブック 教育現場の著作権 3』でも、既存の

コンテンツホルダーの著作物を教育現場が

どのように利用すべきなのかという対外的

な視点が主であり、本稿が問題視するよう

な「幼児・児童・生徒・学生の著作権」を

メインに据えて取り上げている部分は割合

として少ないように思える。この傾向は近

時発行された他の刊行物でも同様であり、

2021年刊行の『教育現場と研究者のための

著作権ガイド 4』や 2023年刊行の『すごく

わかる著作権と授業 5』においても、教育現

場での児童・生徒・学生の著作権の保護の

視点を論じている箇所は少なく、多くの場

合が、教育現場と外部の既存の著作物との

関係性を論じる内容となっている。 

 

３．アメリカにおける当該課題への指摘と

我が国への当てはめ 

 この問題は何も筆者が突然言いだした訳

ではない。筆者が調査をした限りにおいて、

約 50 年前のアメリカを舞台に同様の問題

が教育機関において生じていることをロバ

ート・B・カーペンターが指摘し、論稿を発

表している。氏は「生徒や学生(student)た

ちには一般に著作権法についてや、著作権

によって自分たちの知的努力を保護する方

法に関しての知識が無く……ほとんどの生

徒・学生は、著作権を取得する方法やその

保護の具体的な性質を理解しないまま、文

学や芸術作品における潜在的に貴重な財産

権を失うことがよくある。6」と言及し、教

育現場も例外なく「自分自身の努力をほと

んど、またはまったく費やさず、他人の知

的労働の利益を詐取する盗作者にとって、

それら(筆者注:生徒・学生らの作品ないし

著作権)は格好の餌食となる。7」と背後に

潜む問題点を指摘している。このことから、

教育現場において幼児・児童・生徒・学生

の作品の著作権がぞんざいに扱われている

ことの課題認識は半世紀以上前から指摘さ

れており、我々はこの問題をこれまで無視

してきたということになる。しかも、カー

ペンターが言うように“教育現場に携わる

者が生徒らの知的労働の利益にフリーライ

ドする、あるいは詐取している”というよ

うな事実があるのであれば、この問題の質
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の悪さは数段増すことは否定し難い。本稿

１では教育現場を取り巻く外の世界との著

作権の課題に触れたが、実は“教育現場は

内々の世界においても著作権の侵害者にな

りうる”という視点が成り立ってしまうの

である。 

 言うまでもなく、教育現場の中で幼児・

児童・生徒・学生というのは、教職員との

現実的な力関係で言えば被支配的な影響を

受けやすい。これは年齢的な側面もあるで

あろうが、教職員側が単位や成績の認定と

いう実利的な決定権を有しているという点

を踏まえても、成績評価を意識する児童・

生徒・学生は社会的立場において弱者でい

ることを強要される。同様の視点は旭川学

テ訴訟(最大判昭和 51 年 5 月 21 日刑集 30

巻 5 号 615 頁)の中で最高裁が肯定してい

る通りであろう 8。 

 カーペンターは論考の中で、生徒・学生

が授業成果物や学校で制作した作品に著作

権が主張できない理由を、①履修単位の為

に提出された作品は職務著作物と類似した

取扱いになるのではないのかという視点や、

②履修単位のために作品を提出した時点で、

生徒・学生が所有権もしくは著作権を教育

機関へ譲渡しているのではないか、などと

いった論理で“生徒・学生が著作権を主張

できない正当な理由付け”を探索している

が 9、結論としてこれらは該当しないとし

ている。我が国の論考においてもカーペン

ターの検討と同様に、職務著作物の成立に

ついては「学生・生徒はそもそも学校との

間に雇用関係がないので職務著作制度が適

用されることはない。10」、「学生、生徒が執

筆したレポートなどが職務著作物となるこ

とは通常は考えられない 11」と論じている

ものがあり、結論も共通である。また、譲

渡契約の成立についても、これは生徒・学

生との関係性を直接に論じたものではない

が「例えば、学会誌の論文投稿規定に「掲

載された論文の著作権は○○学会に帰属す

るなどと記載されており……、投稿者がこ

のことを認識したうえで論文を投稿した…

…場合には、当事者の意思表示が合致して

おり、著作権の譲渡契約が成立するものと

解される。12」と教育現場で想定される著作

権譲渡契約について言及しているものがあ

り、これに従えば、著作権譲渡“契約”で

ある以上は、教育現場と児童・生徒・学生

との“明確な意思表示の合致”が必要であ

り、単に暗黙の了解とするだけでは授業成

果物等の著作物譲渡契約の成立を認めるこ

とはできないと思われる。「通常、学校で著

作物を利用する場合、著作権者から許諾を

受けることあっても、著作権を譲り受ける

ことはそれほど多くはない 13」とする見解

も、教育現場が児童・生徒・学生から著作

権の譲渡を明確に受けているものではない

との解釈を補強するものと言えよう。 

 

４．幼児・児童・生徒・学生の作品は著作

権法で保護する対象か 

 本稿が問題視する幼児・児童・生徒・学

生の著作権の取り扱いについて、場合によ

っては「それら作品群は本当に著作物と言

えるのか」という疑念を抱く者があろうこ

とは想像に難くない。実際に、教育活動の

中で幼児・児童・生徒・学生が制作する作

文や絵画などは――これはあくまで一般論

としてではあるが――突出した芸術性を備

えている可能性は低く、市場において財産

的価値を帯びる作品はほとんどゼロであろ
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う。その意味で、著作物としての財産的価

値をほぼ持ちえない、あるいは、財産的価

値を持ちえる機会を得ない幼児・児童・生

徒・学生の作品が一端の著作物であるとい

う熱視線を当てる本稿の論理自体が現実的

でないとの反論はありえるかも知れない。 

 しかしながら、我が国の著作権法におけ

る著作物は第 2条 1項 1号で「思想又は感

情を創作的に表現したものであつて、文芸、

学術、美術又は音楽の範囲に属するものを

いう。」と定義されており、作品の経済的価

値等の高低は考慮材料とはなっていない。

また、我が国の著作権法は第 17 条 2 項に

「著作者人格権及び著作権の享有には、い

かなる方式の履行をも要しない。」として、

文学的及び芸術的著作物の保護に関するベ

ルヌ条約パリ改正条約第 5 条(2)項に従っ

て無方式主義を採用し、登録などの方式を

もって著作物とする方式主義を完全に否定

している。つまり、現行の法制度に従う限

りにおいて、幼児・児童・生徒・学生が教

育活動や授業の中で制作する成果物につい

ても、それらが作品として完成した時点で

法的には著作物である 14。 

 この幼児・児童・生徒・学生の著作者と

しての地位の確認と教育活動や授業による

成果物の著作物性という２点については

「たとえ教員がテーマや課題を提示し、生

徒が忠実にそれに沿った作品等を作ったと

しても、その作品等を創作したのが生徒自

身である限り、その著作者は生徒となりま

す。15」としているものや、「著作者となる

のはプロのクリエイターだけではありませ

ん。幼稚園児や小学生が絵を描けば、その

著作者となります。手紙を書けば、書いた

人が手紙の著作者です。16」などという指摘

や、「必ずしも、有名作家が作った文章や有

名画家の画いた絵でなくてもいいのです。

一般の人、一般の学童、生徒が作成したも

のでも著作物となりえるのです。……幼稚

園児や小学校の生徒の作文、日記、絵など

も著作物となり得ます。17」、「創作者主義の

原則によれば、その研究論文の執筆者であ

る教員・学生・生徒が著作者となり著作権

を有する。18」などと述べられているものが

ある。 

 

５．著作権法上の正論と教育現場の実態 

 興味深いことに、幼児・児童・生徒・学

生の教育現場における著作権をどのように

取り扱うべきかという見解を追うと、本稿

２でも述べたように、それらを取り上げる

分量こそ少ないとは言え、“幼児・児童・生

徒・学生の作品は著作物として丁寧に取り

扱うべき”との主張は一貫していることに

気づく。実際に、様々な論稿を見ても、幼

児・児童・生徒・学生の作品の著作権は制

限され教育機関は自由に使っていい、ある

いは教育機関における幼児・児童・生徒・

学生に著作権は認められない、などといっ

た教育機関に耳あたりの良い言説はほぼ見

受けられず、むしろ著作権法上の正論に従

って、幼児・児童・生徒・学生の著作権の

認知と尊重を謳っている言説が学問的には

支配的なのである。 

ところが、教育現場の実態に目を向ける

と、何故か著作権法上の正論はなりを潜め、

幼児・児童・生徒・学生の著作権問題はほ

とんど考慮されていないような錯覚を覚え

る。本稿３でも述べたように、カーペンタ

ーはこの生徒・学生の著作権に対する沈黙

の原因を“著作権に関する知識の欠如”に
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依拠させようとした訳だが、一方で、こう

した著作権の知識を教育現場は何故、ある

程度の理解力が備わった児童・生徒・学生

らに教えないのかという疑念を抱かずには

いられない。 

 なお、ここからは筆者の推測に過ぎない

が、既に触れたように、教育現場はこれま

で、作者の著作権者としての知的成果に報

いるための著作権法上の経済理論からは隔

絶された地位に甘んじていたことは言うま

でもない。この点は著作権法と教育の関係

性を鑑みたときに、多くの著作権制限規定

に覆われていることからも明らかである。

本稿１で筆者が著作権法上の教育現場を

“特殊な法秩序に覆われた空間”と呼称し

たのもそれ故で、旧来の教育現場は著作権

法を特に考慮しなくとも成立するような不

可侵な存在として歴々と存在してきたわけ

である 19。この教育現場の伝統の中では著

作権遵守のリーガルマインドが教職員内に

自発的に芽生える可能性は僅少であろう。 

 加えて、教育現場は教職員に対する幼児・

児童・生徒・学生という明らかな立場上の

力関係の非対称性が見受けられる。それは

本稿３でも少し触れたように成績や履修単

位に関する決定権を教員が握っているとい

う点でもそうであろうし、単純に大人と子

供という年齢差による委縮効果によっても

証明可能であろう。特に義務教育課程にお

いては、児童・生徒による教職員への盲目

的な服従と信頼が醸成される傾向が強いも

のと思われる。この教育現場の主体による

歪な関係性に加えて、教職員側の無知もし

くは害意によって児童・生徒の授業成果物

等の著作権に配慮をしない行動を個々の教

職員が取るようなことがあれば、その害悪

を指摘し、打ち勝てるような強い個人とし

ての児童・生徒という存在は想像し難い。 

 結局のところ、教育現場の現状は、幼児・

児童・生徒・学生は生じさせる著作権につ

いて“見ざる聞かざる言わざるの状態”が

慢性化していると思われる。作文(論文)コ

ンクールや絵画コンクールなど、教育現場

の外部から内部に入ってくるものの多数は、

幼児・児童・生徒・学生の著作権への配慮

がなされていると推察されるが、それ以外

の日常的な教育活動に関わる成果物の著作

権については無配慮に近い状態に置かれて

いるのであろう。だが、この状況を幸いと

思うのか、いつ弾けるか分からない時限爆

弾的な問題であると捉えるのかは、最終的

には教育現場とそれを構成する教職員の遵

法精神と良心の問題に行きつくとも考えら

れる。 

 

６．解決策の検討と現状の法制度の限界 

 では、現状は“寝た子”の状態となって

いる児童・生徒・学生の著作権の問題を解

決する手段はどのようなものであろうか。

幾つかの著作で紹介されるのは、未成年者

――教育現場では幼児・児童や 18歳未満の

生徒――の“親権者に著作権法上の問題点

と実情を説明し了解を得るという方法”で

ある。例えば天野由貴は「この前、親戚の

幼稚園の子が描いた絵を写真に撮って SNS

にアップしちゃいましたけど……」という

想定に対して、「幼稚園のお子さんでも著作

者ですね。ただ、幼稚園のお子さんには判

断できないと思いますから、保護者さんの

許諾をとりましょう。」としている 20。これ

は民法第 5条 1項に従った判断であり、未

成年者の著作権に関する法律論として一般

岡山県立大学教育研究紀要第８巻１号

89



的な解釈だと思われる 21。実際に、これを

現実的な解決法として提示するニュージー

ランド教育省のような海外事例もある 22。 

 しかしながら、この法律家らの真っ当な

解釈には理論的な面と実現可能性の面で若

干の疑念を生じさせる。 

 まず理論的な面であるが、未成年者であ

る幼児・児童・生徒の著作権について、親

権者から許諾を得ていたとしても、それが

教育現場にとっての無制限な免罪符とまで

なりえるか否かは不明である。周知の通り、

著作権は単に財産権としての著作財産権だ

けでなく、著作者人格権という著作者の人

格的利益を保護するものが備わっている。

当該権利は著作権法第 59 条によって一身

専属性が謳われており、他人に――それは

親権者であっても――譲渡することは不可

能である。それ故、仮に未成年者である幼

児・児童・生徒の親権者に対して、事前も

しくは事後の幼児・児童・生徒の作品の著

作権利用に関する許諾を教育現場が得てい

たとしても、著作者人格権がなお幼児・児

童・生徒らに残存し、特に公表権や氏名表

示権などの問題は完全には消滅しえないと

いうことになる 23。 

  さらに幼児・児童・生徒の著作者人格権

の問題を解決した場合 24でも、実務的な問

題がなお残る。教育現場において幼児・児

童・生徒の問題を親権者との著作権同意契

約でもって解決しようとする手法は、その

同意契約に全ての親権者が同意するわけで

はないことも前提にしなければならない。

理想論で言えば教育現場が期待するのは、

全ての親権者が当該契約に同意する状況で

あろうが、おそらく教職員らのその願いは

叶わないであろう。親権者の中に不同意者

が出る事態になれば、それらに特別な対応

をする人的リソースの負担を教育現場は負

わねばならず、当該手法の実施に各組織が

二の足を踏む事態も容易に想定される。教

育界の人材不足が日夜叫ばれる中、疲弊し

きった教育現場に、人員的な手当なしにこ

れ以上の労働負荷をかけることは現実的で

はない 25。また、当該契約の不同意者の子

弟については、同意をした親権者の子弟ら

と異なった対応を教育現場で取らねばなら

ず、これに起因して、いわゆる“いじめ”

など、子供たちの間での違法行為の原因や

温床ともなりかねないという倫理的な問題

も容易に想像できる。 

  

７．おわりに 

 教育現場における幼児・児童・生徒・学

生の著作権をどのように取り扱うかという

問題は“言うは易く行うは難し”の状態を

脱しきれない。筆者も含め著作権の視点を

重視する者は、解決すべき視点として当該

問題を強調するが、教育現場の実情は「そ

れどころではない」というのが本音であろ

う。しかも本稿５で少し概観したように、

問題を解決するには、現状の教育現場を取

り巻く著作権法の解釈と教育の実際との親

和性があまりにも低すぎるように感じられ

る。そもそも教育現場を著作権法の例外と

して位置付けた事実の背景には、国家百年

の計を掲げる教育現場が著作権を考慮する

煩わしさから解放するという目的があった

ことが推測されるが、実際は教育現場内部

が抱える著作権問題については対策がほぼ

講じられていないのである。結果、著作権

法の原則論に基づいた権利者や親権者に対

する著作権対応は、市場における著作権対
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応のそれであり、本稿のような発想で厳格

な適用を考慮し始めると、教育現場に過度

な負担を生じさせることは言うまでもない。 

 ただ、そうであるからと言って、現状の

教育現場のような幼児・児童・生徒・学生

の著作権に無配慮な状況を惰性的に行い続

けることは適当ではない。一億総クリエイ

ター時代とも呼ばれる現状は一億総監視社

会、一億総クレーマー時代のディストピア

でもある。教育現場であったとしても、世

間はそこで生成される幼児・児童・生徒・

学生の作品に対して厳しい目を向け、著作

権侵害が発覚すると全力で叩く傾向がある

ことは言うまでもない。対して子供たちの

側も、無知ゆえの結果か、著作権侵害行為

をしがちであり、これら罪悪感なき違法行

為を予防する目的での著作権教育の実施は

喫緊の教育課題となるであろう。しかし、

教育現場自体が、教育を受ける側である子

供たちの著作権を保護できていないという

のであれば、教職員らが子供たちに著作権

教育を施す資格は無いことになる。 

 最終的な結論として、この教育現場にお

ける幼児・児童・生徒・学生の著作権問題

はどこかで終止符を打つべく何らかの立法

的努力をする必要があるように筆者は考え

る。それは著作権側に対応できる教育現場

の補充的変革を目指すのか、著作権法に手

を加えることによって教育現場にこれ以上

の負担やコストを強いない方法を取るのか、

の二者択一ということになろう。当該問題

の現実として、単に法律の解釈や正論だけ

でもって対応策を考えるには、既にその限

界を迎えてしまっていると思われる。 
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Understanding Copyright for Preschoolers and Students in Educational Settings 

 

Hirokazu TANAKA* 
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Abstract：In educational settings such as nurseries, kindergartens and schools, preschoolers and 

students create written works and paintings on a daily basis. These are copyrighted works and must be 

handled carefully. However, neither preschoolers and students nor teachers are aware that these works 

are copyrighted. As a result, the preschoolers and students’ works are handled sloppily from a legal 

point of view and tend to be lost over time. This copyright problem, which is unique to educational 

settings, has been pointed out for quite some time, but it has not been resolved in practical terms. The 

problem could be resolved by complying with copyright law, but this would increase the burden on 

educational institutions. 

Therefore, to resolve copyright issues faced by preschoolers and students in educational settings, this 

report analyzes theories and papers regarding this issue. 

 

Keywords：Copyright, Preschoolers and Students, Education Setting, Moral Rights 
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